
- 1 - 

 

31 四国地方の高規格道路ネットワークの整備促進について 

地方創生の礎となる高規格道路ネットワークの整備は、地域の活性化や生活

利便性の向上、都市と地域の連携強化、さらには南海トラフ地震等の災害時の

緊急輸送道路の確保や救急患者の輸送時間の短縮などに大きく寄与する重要な

事業であるため、経済性や効率性だけを優先することなく、地方の実情を踏ま

えて推進すること。 

特に、緊急時に「命の道」となる四国８の字ネットワークの早期整備を図る

こと。 

 

【背景理由等】 

地方創生に向けて、四国地方が地域の強みを生かした様々な取組を進め、都市や地域間がより緊密

に連携し自立的に発展するためには、四国８の字ネットワークをはじめとする高規格道路ネットワー

クは、無くてはならない重要な社会基盤です。 

 

高規格道路の未整備地域では、都市からの時間的遠隔性から、豊かな自然、多様な地域資源が活か

されず、産業の不振、過疎化の進行など、他地域との格差が拡大し、また、四国８の字ネットワーク

を形成する暫定２車線区間では、対面通行による重大事故や交通集中期における大渋滞の発生によ

り、地域経済の発展や、観光振興に大きな影響を及ぼしています。 

 

また、全国各地で相次ぐ地震災害や、激甚化・頻発化する豪雨災害において、高規格道路をはじめ

とする道路ネットワークは、被災地に対する救援や緊急物資の輸送など、「命の道」として重要な役割

を果たしており、平成３０年７月豪雨では、国道５６号など主要な幹線道路が寸断する中、松山自動

車道が代替機能を果たしたほか、高知自動車道では、立川橋が流失したものの、４車線の整備が完了

していたため、早期の通行再開につながるといった効果が現れました。一方で、令和６年１月の能登

半島地震では、主要幹線道路が寸断され、集落が孤立するとともに、復旧に多大な時間を要しまし

た。また、昨年９月には政府の地震調査委員会が南海トラフ地震の３０年以内の発生確率が６０～９

０％程度以上となるなど、大規模地震の切迫度が高まる中、能登半島と同様の被害が想定される四国

地方においても、高規格道路の未整備区間の整備や、暫定２車線区間の４車線化の重要性が改めて認

識されたところであり、災害時の緊急輸送道路を確保し、広域支援・受援体制を早急に構築しなけれ

ばなりません。 

 

こうした中、四国８の字ネットワークの整備率は未だ７７％に留まっており、その整備が急がれる

とともに、中でも、阿南安芸自動車道では、「美波・牟岐間」が唯一の未事業化区間として残されてお

り、大規模災害リスクへの対応に不可欠な災害に強い国土幹線道路ネットワークの構築に向け、早期

事業化が強く求められています。 

 

また、四国内の高速道路における暫定２車線区間の４車線化は、令和元年９月に国が策定した「高速

道路における安全・安心基本計画」で示された「優先整備区間」において、順次、事業化され進められ

ているものの、暫定２車線区間で繰り返し発生した正面衝突による死亡事故が、道路利用者に大きな不

安をもたらしていることから、４車線化はもとより事業が完了するまでの当面の緊急対策の実施による

安全性向上が急務となっております。また、令和７年６月策定の「第１次国土強靱化実施中期計画」で
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は、５年間でおおむね２０兆円強程度とする事業規模が示されたところであり、引き続き、必要な予算

を確実に確保し、切迫する南海トラフ地震をはじめとする自然災害により著しい被害が想定される地域

における高規格道路ネットワークを、一刻も早く整備することが必要不可欠です。 

 

 

【具体的な提言事項】 

（１）四国８の字ネットワーク等の早期整備及び財源の確保 

  四国地方の活性化や自立的発展に必要不可欠で、かつ緊急時に「命の道」となる

四国８の字ネットワークについては、災害時の緊急輸送道路の確保や生活者重視の

視点を踏まえ、「未整備区間の整備」及び「暫定２車線区間の４車線化」を含め、

一日も早い整備を図るとともに、その整備に必要な予算については、道路関係予算

全体を拡大したうえで確保すること。加えて、沿線地域のまちづくりや経済活動が

計画的に進み、整備効果の早期発現につながるよう、整備が進んだ区間の開通見通

しを早期に公表すること。 

 

（２）地方への予算の重点配分及び整備の促進 

 国土形成計画法に基づく「四国圏広域地方計画」及び社会資本整備事業を重点

的、効率的に推進するための「四国ブロックにおける社会資本整備重点計画」を踏

まえ、港湾・空港や企業活動拠点と高規格道路ＩＣを結ぶアクセス道路について

も、整備を促進すること。 

 

（３）未整備区間の整備や暫定２車線区間の４車線化の優先実施 

   今後、南海トラフ地震の発生により著しい被害が想定される地域については、

平時の救急救命や災害発生時の緊急輸送道路として利用できるよう、高規格道路

の未事業化区間をはじめとする「未整備区間の整備」や「暫定２車線区間の４車

線化」を国策として最優先に行うこと。 
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